
◎
戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別
弔
慰
金

支
給
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
七
年
三
月
三
一
日
法
律
第
一
一
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
七
年
三
月
一
八
日
・
衆
議
院
厚
生
労
働
委

員
会

）

○
塩
崎
国
務
大
臣

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
戦
没
者
等
の
遺
族
に

対
す
る
特
別
弔
慰
金
支
給
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
そ
の
提
案
の
理
由
及
び
内
容
の
概
要
を
御
説
明
い
た
し
ま
す
。

戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
し
ま
し
て
は
、
弔
慰
の
意
を
表
す
る
た
め
、
こ

れ
ま
で
戦
後
何
十
周
年
と
い
っ
た
特
別
な
機
会
を
捉
え
特
別
弔
慰
金
を
支

給
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
本
年
は
戦
後
七
十
周
年
と
い
う
こ

と
で
、
改
め
て
弔
慰
の
意
を
表
す
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
方
々
に
対
し
特
別

弔
慰
金
を
支
給
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
改
正
の
内
容
は
、
戦
没
者
等
の
遺
族
で
あ
っ
て
、
同
一
の
戦
没
者

等
に
関
し
公
務
扶
助
料
、
遺
族
年
金
等
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
が
い
な

い
も
の
に
対
し
、
特
別
弔
慰
金
と
し
て
額
面
二
十
五
万
円
、
五
年
償
還
の

国
債
を
五
年
ご
と
に
二
回
支
給
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

な
お
、
こ
の
法
律
案
の
施
行
期
日
は
、
一
回
目
に
支
給
す
る
特
別
弔
慰

金
に
つ
い
て
は
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
、
二
回
目
に
支
給
す
る
特
別
弔

慰
金
に
つ
い
て
は
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
と
し
て
お
り
ま
す
。

以
上
が
、
こ
の
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
そ
の
内
容
の
概
要
で
ご
ざ
い

ま
す
。

御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
可
決
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

二
、
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
長
報
告（
平
成
二
七
年
三
月
二
四
日
）

○
渡
辺
博
道
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
戦
没
者
等
の
遺
族
に
対

す
る
特
別
弔
慰
金
支
給
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
、
厚
生

労
働
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま

す
。本

案
は
、
平
成
二
十
七
年
が
戦
後
七
十
周
年
に
当
た
る
こ
と
か
ら
、
戦

没
者
等
の
遺
族
に
対
し
改
め
て
弔
慰
の
意
を
表
す
る
た
め
、
平
成
二
十
七

年
四
月
一
日
及
び
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
に
お
け
る
戦
没
者
等
の
遺
族

で
、
同
一
の
戦
没
者
等
に
関
し
公
務
扶
助
料
、
遺
族
年
金
等
の
支
給
を
受

け
て
い
る
者
が
い
な
い
も
の
に
対
し
、
特
別
弔
慰
金
と
し
て
額
面
二
十
五

万
円
、
五
年
償
還
の
国
債
を
そ
れ
ぞ
れ
支
給
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り

ま
す
。

本
案
は
、
去
る
三
月
十
三
日
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
十
八
日
塩
崎
厚

生
労
働
大
臣
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
し
、
二
十
日
に
質
疑
を
行
い

戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別
弔
慰
金
支
給
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

二
六



ま
し
た
。

同
日
、
質
疑
を
終
局
し
た
と
こ
ろ
、
維
新
の
党
よ
り
、
平
成
二
十
七
年

か
ら
平
成
三
十
六
年
ま
で
の
間
の
各
年
の
四
月
一
日
を
基
準
日
と
し
て
、

対
象
と
な
る
戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
し
、
毎
年
五
万
円
の
特
別
弔
慰
金

を
、
現
金
給
付
に
よ
り
支
給
す
る
こ
と
等
を
内
容
と
す
る
修
正
案
が
提
出

さ
れ
、
趣
旨
説
明
を
聴
取
し
ま
し
た
。

次
い
で
、
原
案
及
び
修
正
案
に
つ
い
て
採
決
を
行
っ
た
結
果
、
修
正
案

は
賛
成
少
数
を
も
っ
て
否
決
さ
れ
、
本
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
の

と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
議
決
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

三
、
参
議
院
厚
生
労
働
委
員
長
報
告（
平
成
二
七
年
三
月
三
一
日
）

○
丸
川
珠
代
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
厚
生
労
働
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上

げ
ま
す
。

本
法
律
案
は
、
戦
後
七
十
周
年
に
当
た
り
、
国
と
し
て
改
め
て
弔
慰
の

意
を
表
す
る
た
め
、
公
務
扶
助
料
、
遺
族
年
金
等
の
支
給
を
受
け
て
い
る

者
が
い
な
い
戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
し
、
特
別
弔
慰
金
を
支
給
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
特
別
弔
慰
金
の
支
給
の
在
り
方
、
援
護
施

策
の
経
緯
と
今
後
の
取
組
等
に
つ
い
て
質
疑
を
行
い
ま
し
た
が
、
そ
の
詳

細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

質
疑
を
終
局
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原

案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
七
年
三
月
三
一
日
）

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置

を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

一
、
特
別
弔
慰
金
の
支
給
に
当
た
っ
て
は
、
遺
族
の
高
齢
化
等
を
踏
ま

え
、
手
続
の
簡
素
化
に
努
め
る
と
と
も
に
、
新
た
な
受
給
権
者
の
把
握

及
び
制
度
の
周
知
等
の
請
求
漏
れ
防
止
策
に
努
め
る
こ
と
。

二
、
特
別
弔
慰
金
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
年
六
百
億
円
以
上
の
予
算
を
計

上
す
る
見
込
み
で
あ
る
こ
と
、
受
給
者
の
国
債
を
相
続
し
た
者
が
特
別

弔
慰
金
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
真
に
国
が
弔
慰
の
意
を
表
す
べ
き
者
と
は

必
ず
し
も
限
ら
な
い
こ
と
等
に
鑑
み
、
戦
後
八
十
周
年
に
向
け
て
、
戦

没
者
等
の
遺
族
の
心
情
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
国
と
し
て
弔
慰
の
意
を
表

す
る
方
策
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
国
民
の
理
解
と
支
持
を
得
た
上
で

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三
、
戦
後
七
十
周
年
を
迎
え
、
先
の
大
戦
の
記
憶
が
風
化
し
つ
つ
あ
る
現

状
に
鑑
み
、
当
時
の
記
憶
及
び
教
訓
を
次
世
代
に
継
承
し
て
い
く
た

戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別
弔
慰
金
支
給
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

二
七



め
、
学
校
教
育
の
充
実
並
び
に
啓
発
及
び
広
報
等
の
取
組
の
更
な
る
強

化
を
図
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別
弔
慰
金
支
給
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

二
八


